
                 令和５年５月吉日 

各  位  

松阪商工会議所 

松阪市中心商店街活性化促進協議会 

 

｢第１９回 七夕まつり・鈴の音市｣への 
出店参加のお願いについて 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 松阪商工会議所並びに松阪市中心商店街活性化促進協議会は、８月５日夕刻より、中心

市街地で４年振りに楽市楽座｢七夕まつり・鈴の音市｣を開催します。 

このイベントは、「ふれあい」「人の和」「にぎわい」「まちづくり」をテーマに、中心市

街地を元気にしようという事業です。参加を希望される皆様によるお店や屋台、パフォー

マンス、音楽などで街がにぎわい、人々のふれあいの場になればと、平成１４年から開催

しており、今回で１９回目となります。 

そこで、今回もできるだけ多くの市民団体やグループ、個人の皆様に出店等をいただき

たく、ご案内申し上げます。 

ただ、ご出店の内容によりましては、あらかじめ出店をお断りさせていただく場合もご

ざいます。あしからず、ご了承くださいますようお願いいたします。 

                                   敬 具 

記 

名   称  ｢七夕まつり・鈴の音市｣ 

場   所  松阪市中心市街地（本町～平生町まで） 

日   時  令和５年８月５日（土） 

       ・鈴の音市     午後５時～午後９時３０分（小雨決行） 

       ・車両通行止め時間 午後４時～午後１０時（本町～平生町） 

       ・ 

 

 

申込み締切日 令和５年５月３１日（水） 

    ※お問い合わせ先 松阪商工会議所 中小企業相談所 振興課 

ＴＥＬ０５９８－５１－７８１１ ・ＦＡＸ０５９８－５１－３４１６ 

参加者に対してのお知らせ事項 

（参加費）５，０００円  ＊参加費は出店説明会にて納付頂きます。 

１．イベント開始は午後５時ですので、設営はそれまでに完了させてください。 

撤去は午後１０時までに完了しください。 

２．駐車場は当方ではご用意できませんので、最寄りの駐車場をご利用ください。 

３．ブース場所は説明会にてお知らせします、各自ご確認ください。 

４．ゴミ箱・清掃道具は各自ご用意ください。 

５．火気を使用する場合は消火器の設置が必要です。 

《出店申込者を対象とした説明会日程》 

 令和５年６月２８日（水）午後７時００分～ （場所）松阪市市民活動センター 

 

設営準備時間（午後４時～５時）及び撤去時間（午後９時３０分～１０時） 

については、関係車両のみ進入が可能です。（進入には事前申請が必要です。） 



令和５年　　　月　　　　日

企業名・団体名

〒               ―

T　E　L　 　（　　　　　　　　　　　　）　　　　　　―

フ　　リ　　ガ　　ナ

担　当　者　名

連絡先TEL 　（　　　　　　　　　　　　）　　　　　　―

F　A　X 　（　　　　　　　　　　　　）　　　　　　―

資料添付可能な
E-mailアドレス

@

必要スペース 　（　　　　　　　　　） ブース * １ブースは間口 ６m ・ 奥行 ３m

　要　・　不要　・　持込み

電　　気 　要　（　　　　 　　　ワット）※１Kワット以内に限ります 　・　不要

※発電機は使用不可 　使用用途 〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　持込み器具　〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

水　　道 　要　　・　　不要

出店内容   飲食販売　　・　　キッチンカー　　・　　物販　　・　　PR　　・　　その他

※食品を取り扱う場合は、別紙の「食品の取り扱い」を必ずよくお読みください。

　使用　（具体的に；　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　・　未使用　

*別添「危険物の取り扱いについて」参照

【出店内容】※チラシに内容を掲載しますが、全て掲載されないことがありますのでご了承ください。

参加費用　 備品　・　設備借用費（必要な場合のみ）
申込数量 金　　　額

 １５，１００円

 　１，１００円

 　　　１００円

　 １，０００円

 　　　５００円

　 　　５００円

 　５，０００円 5,000

※照明器具は各自ご用意ください。

*備品借用費（必要な場合のみ）・参加費は出店説明会時（６月２８日）に納付ください。

*申込み内容によりましては、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

上記事項をご記入の上、お申込みください。　　申込み締切日 令和５年５月３１日（水）

申込み　・　問合先 松阪商工会議所　　振興課 TEL　０５９８－５１－７８１１

FAX　０５９８－５１－３４１６

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用いたします。

コードリール

単　　　価

水　道　代

電　気　代

参　加　費

合　　　　計

テ　ン　ト
※持込みの場合はテントの大きさ（縦　　　　　ｍ×横　　　　　ｍ×高さ　　　　ｍ）　　　　

  「七夕まつり・鈴の音市」参加申込書

備品・設備名

テント　（　6m×3m　）

長机　（　1.8m×0.45m　）

住　所　

丸　椅　子

火　気

  食品の取り扱い □ あり　   ／  食品販売 □ あり　   ／  食品調理 □ あり
                         □　なし　  　 　 　    　    □　なし 　　　       　 　　 □　なし



食品の取り扱いについて 

※保健所の許可証の写しの提出が必要になります 

 

飲食物の調理販売をする場合、保健所の許可（露天営業許可、臨時営業許可）が必要

となり、出店頂くには、そのいずれかの許可証を７月２８日（金）までに松阪商工会

議所まで提出（控え可、FAX 可）していただく必要があります。 

 

※食品によっては販売のみでも許可が必要な場合や、販売できない場合もありますの

で、食品を扱う場合は、必ず事前に松阪保健所へご確認ください。 

 

※保健所で確認して頂き、営業許可証が不要となった場合でも、松阪商工会議所まで

ご連絡ください。 

 

露天営業の許可をお持ちの方 

まつり当日に有効な許可証かどうか（令和５年８月５日が有効になっていること）を

ご確認の上、松阪商工会議所までＦＡＸしていただくか、コピーをして郵送してくだ

さい。 

 

露天営業の許可をお持ちでない方 

営業許可申請書に必要事項をご記入の上、松阪保健所へ申請し、臨時営業の許可が取

れ次第、松阪商工会議所までＦＡＸしていただくか、コピーをして郵送してくださ

い。 

 

※試食、振る舞いに関しましては、臨時業務開始届の提出をしていただく必要があり

ますので、松阪保健所まで提出していただき、控えを松阪商工会議所までＦＡＸして

いただくか、コピーをして郵送してください。 

 

《各お問い合わせ先》 

松阪保健所 

ＴＥＬ ０５９８-５０-０５２９ 

 

松阪商工会議所 

松阪市若葉町１６１－２ 

ＴＥＬ ０５９８-５１-７８１１ 

ＦＡＸ ０５９８-５１-３４１６ 







危険物の取り扱いについて 

 

①発電機 ※当イベントでは使用禁止 

②プロパンガス 

③対象火気器具等（以下太枠内参照） 

                              

 

★ 対象火気器具等とは 

・ 火を使用する器具 

・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、液体燃料を使用する器具 

・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、固体燃料を使用する器具 

・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、気体燃料を使用する器具 

・ その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、電気を熱源とする器具 

【火気器具等の具体例】 

移動式ストーブ、調理用器具、移動式コンロ、電気温風機、電気コンロ、電気レ

ンジ、電磁誘導加熱式調理器、電気天火、電子レンジ、電気ストーブ、電気乾燥

機、電気温水器のほか、グリドル、バーベキューコンロ、七輪などが含まれます 

 

以上の①～③のうち、ひとつでも取り扱いがある場合は、消火器の

準備が必要となります。 

※消火器は、粉末 ABC10型消火器を準備して下さい。 

※詳しくは、松阪地区広域消防組合 消防本部予防課まで 

 お問い合わせ下さい。 

   ＜お問い合わせ先＞ 松阪地区広域消防組合 消防本部予防課 

   ＴＥＬ ０５９８-２５-１４１２ 


